
　

が
ま
ご
お
り
議
会
だ
よ
り
は

目
の
不
自
由
な
方
向
け
に
、
毎

号
、
点
字
版
と
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
版
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

点
字
版
は
、
点
訳
奉
仕
グ
ル

ー
プ
「
あ
い
」
の
皆
さ
ん
、
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
版
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
声
」
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
で
発
行
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

議
会
だ
よ
り
は
、
市
内
Ｊ
Ｒ

３
駅
の
ほ
か
市
民
病
院
や
市
役

所
、
各
出
張
所
に
も
置
い
て
あ

り
ま
す
。な
お
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

議
会
だ
よ
り
は

点
字
版
と
テ
ー
プ
版
も

発
行
し
て
い
ま
す

議 会 日 誌
1月17日から4月17日

　

5
月
市
議
会
臨
時
会
は
、
5

月
11
日（
木
）に
開
会
し
ま
す
。

　

臨
時
会
で
は
、
議
案
の
審
査

の
ほ
か
任
期
満
了
に
な
る
各
常

任
委
員
と
議
会
運
営
委
員
の
選

5
月
臨
時
会

6
月
定
例
会
の

開
会
日
・
日
程
は

任
等
が
行
わ
れ
ま
す
。
詳
し
い

日
程
は
、
5
月
9
日（
火
）
に

開
か
れ
る
予
定
の
議
会
運
営
委

員
会
で
決
ま
り
ま
す
。
そ
れ
以

後
に
議
会
事
務
局
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
市
役
所

１
階
ロ
ビ
ー
で
も
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

6
月
市
議
会
定
例
会
は
、
6

月
12
日（
月
）
に
開
か
れ
る
予

定
で
す
。
本
会
議
の
日
程
と
一

般
質
問
の
内
容
は
、
決
ま
り
し

だ
い
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
ま
す
。
市
議
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て

い
た
だ
き
、
お
知
ら
せ
欄
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

本
会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ

る
方
に
は
、
会
議
当
日
、
市
役

所
7
階
の
議
会
事
務
局
で
先
着

順
に
傍
聴
証
を
お
渡
し
し
ま
す
。

議会のことば － 表 決

　議員が議案などに対して賛成・反対の意
思表示をすることを「表決」といい、議長が
表決をとることを「採決」といいます。
　表決の方法には、①起立による表決、②
投票による表決、③簡易表決の３種類があ
り、原則として出席議員の過半数をもって
その案件の可否が決定されます。
　表決の結果、賛否それぞれ同数になった
ときは、議長がその案件の可否を決定する
ことができ、これを「裁決」といいます。
　表決の結果として得られる議会としての
意思決定を総称して「議決」といい、議決事
件によって「可決」、「承認」、「認定」、「同意」
などの呼び方があります
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　３月定例会において、市長の予算大綱の
説明に対し、市の姿勢を問い、また、事業
への取り組みについて各派代表者による厳
しい代表質問が行われました。
　予算審査特別委員会においても、費用対
効果を踏まえ、活発な質疑が行われ、時間
を延長しても３日間の日程では審査を終了
できず、予備日を使用しました。市民のた
めの行政であることを基本に厳しい財政の
中、市の事業に対し慎重な審査をしました。
　今後とも内容の充実した議会だよりをお
届けしたいと思います。

４月
25日  議会運営委員会行政視
　　　 察（豊田市）

 7 日 議会運営委員会理事会
17日  議会運営委員会理事会
21日  3 月定例会告示日
  3 月定例会提出議案説
  明会
  当初予算説明会
24日  議会運営委員会
28日 ～ 3月 23日
  3 月定例会

 8 日 議会運営委員会理事会
  議会運営委員会
15日  議会運営委員会理事会
  議会運営委員会
23日  議会だより編集委員会
31日  議会運営委員会理事会

6日  議会だより編集委員会
17日  議会だより編集委員会
  議会運営委員会理事会

1月

3月

4月

2月


